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（表紙）

葛飾区移動等円滑化促進方針
令和７年３月
葛飾区

（はじめに）

現在、葛飾区には約47万人の方々が生活しています。
高齢者や障害のある方、子育て中の方等、年齢や身体の状況にかかわらず、本区で生活する誰もが自分らしくいきいきと、快適に暮らせるためには、日常生活や社会生活において利用する施設や道路、駅前広場などあらゆる場所について、全ての方が安全かつ円滑に移動できるようになることが大切です。
本区はこれまで、高齢者、身体障害者等の移動の円滑化の促進を目的とした法律に基づき、「葛飾区交通バリアフリー基本構想」及び「葛飾区バリアフリー基本構想」を策定し、交通事業者等と協力して、バリアフリートイレやエレベーターの整備、視覚障害者誘導用ブロックの設置などハード整備にとどまらず、利用者の支援、情報提供などソフト面でもバリアフリー化を進めてきました。
その後、平成30（2018）年の法改正に伴い、自治体が、道路や鉄道駅等の旅客施設、建築物等のバリアフリー化の方針を示し、施策を推進することが可能となりました。
これに加え、「葛飾区交通バリアフリー基本構想」等の策定以来、少子高齢化の進行や区民のライフスタイルの変化、まちづくりの進展等の状況を踏まえ、このたび、「葛飾区移動等円滑化促進方針」を策定しました。
この方針では、区全域を対象エリアに設定し、地域全体のバリアフリー化に取り組むとともに、特に、多様な人が集中する鉄道駅を中心とした徒歩圏の範囲を「移動等円滑化促進地区」に設定し、バリアフリー化を推進するという考え方を示しました。
具体的には、誰もが移動・利用しやすい「施設等のバリアフリーの推進」、相互理解と普及・広報・啓発による「心のバリアフリーの推進」、及び全ての人に適切に情報を届ける「情報のバリアフリーの推進」という３つの基本方針と、それらに基づく取組を掲げ、葛飾区はもとより、施設管理者、交通事業者、道路管理者等の関係者が連携して、区全域のバリアフリー化を推進していくこととしています。
今後も、区民、関係者、関係団体の皆様との協働により、本方針の基本目標である「誰もが生涯にわたって安全・安心・快適に、自分らしく暮らし続けられるまち『かつしか』」を目指してまいります。

最後に、策定に当たり、区議会をはじめ、ご検討いただきました策定協議会や各検討部会の皆様、また貴重なご意見をお寄せいただきました区民の皆様に心から御礼申し上げます。
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